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Information file
○原動機付自転車および二輪車など

車　　　種　　　区　　　分 税　率（年額）
変更前 変更後

原動機付
自転車

50㏄以下 1,000円 2,000円
50㏄超90㏄以下 1,200円 2,000円
90㏄超125㏄以下 1,600円 2,400円
ミニカー（３輪以上で20㏄超50㏄以下） 2,500円 3,700円

軽自動車 ２輪のもので125㏄超250㏄以下（側車付き含む。） 2,400円 3,600円
その他のもの（専ら雪上を走行するもの） 2,400円 削　除

小型特殊
自動車

農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円

　二輪の小型自動車（250㏄超） 4,000円 6,000円

○４輪以上および三輪の軽自動車

車　　種　　区　　分 変更前

平成27年度～
２種類

平成28年度～
新制度

現行税率（年額）
平成27年３月31日
までに新規検査を受

けた車両

新税率（年額）
平成27年４月１日
以降に新規検査を受

けた車両※１

重課税率（年額）
新規検査から13年を

経過した車両※2

軽自動車

３輪のもの 3,100円 3,100円 3,900円 4,600円

４輪以上
のもの

乗　用
自家用 7,200円 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 5,500円 6,900円 8,200円

貨物用
自家用 4,000円 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,000円 3,800円 4,500円

※１　平成27年4月2日以降に最初の新規検査を受けた車両は、平成28年度からの課税となります。
※２　平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、平成28年度から重課税率の対象となります。
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願書配布開始　９月１日㈪午前10時より
入園説明会　要予約
　　　　　　　９月13日㈯午前10時
願書受付開始　10月１日㈬午前10時より
＊私立幼稚園就園奨励費補助金制度あり
＊随時、見学可能です。ご連絡ください。

高浜市清水町6-6-36　☎５３-１８０５
http://www.takahama-hikari.ed.jp/
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職種 人員 資格 勤務先

保育所
保育士

フルタイム
（７時間45分）

１人
程度 要 市内公立

保育園

幼稚園
教諭

フルタイム
（７時間45分）

１人
程度 要 市内公立

幼稚園


